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第１章 経営戦略策定の趣旨 

１ 経営戦略の趣旨 

本市の水道事業は、昭和 22 年に創設事業の認可を受けてから、これまで５

度の拡張事業を経て、約 80 年間にわたり水道事業運営を行ってきました。沼

津市、清水町の１市１町を給水区域とし、現在の給水普及率は 99.7％となっ

ており、給水区域のほぼ全域にわたって、毎日安全・安心な水道水を安定的に

供給しています。 

しかし近年は、人口減少や少子高齢化、節水機器の普及、環境保全意識の高

まりによる節水意識の向上等により水需要が減少し、それに伴い給水収益が減

少傾向となっており、事業経営にとって厳しい状況を迎えています。 

一方、水源地や配水池、水道管路など水道水を供給するための各種水道施設

において、老朽化に伴う施設更新需要の増加や能登半島地震を契機とした上下

水道一体による耐震化の必要性など、これまで以上に水道水の安定供給に対す

る取組が求められています。 

このような中、本市では水道事業の進むべき方向性とその実現に向けた基本

的な考え方を示す事業運営の方針となる沼津市水道事業ビジョン（計画期間

15 年：平成 28 年度～令和 12 年度）(以下「水道事業ビジョン」)を策定し、

市民生活に欠くことのできない水道水の安定供給に向けた取組を進めていま

す。 

沼津市水道事業経営戦略(以下「経営戦略」)では、水道事業ビジョンに示さ

れた各取組を実施するため、中長期的な視点で必要となる施設や設備に関する

投資の見通しと、投資のために投入できる財源の見通しを基に、収支の均衡を

図りながら、安定して持続的に事業を継続していくための財務マネジメント計

画を策定しています。 

 

２ 計画期間 

令和８年３月の水道事業ビジョン改定に合わせ令和８年度を開始年度とし、

中長期的な視点で計画を示すため、令和 17 年度までの 10 年間を計画期間と

しています。 

なお、今後の社会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見

直しを行います。  
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３ 他の計画との整合 

本市の最上位計画である第５次沼津市総合計画をもとに、令和７年度に改定

した水道事業ビジョンを上位計画とし、国の新水道ビジョンなどの方向性を踏

まえ、関連する水道事業アセットマネジメント計画等と整合を図った計画とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

沼津市水道事業経営戦略 

（令和８年度～令和 17 年度） 

国の施策

新水道ビジョン 

（平成 25年） 
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第２章 水道事業の現状と課題 

１ 水道事業の現状 

(1) 沿革 

本市の水道事業は、戦後の昭和 22 年８月に水道創設事業の認可を受け、昭

和 25 年７月に泉水源地から送水を始めました。創設事業では、旧海軍が使用

していた施設を譲り受け、これらを活用し、水源地や配水池等の整備を進めま

した。また、良質で豊富な水を湧出する泉水源地が清水村（現在の清水町）に

位置していたことから、両市村の協定により、沼津市と清水村を給水区域とし

て、昭和 23年度から昭和 27年度までの５ヵ年計画（当初計画）をもって施設

整備を進めました。 

（第１期拡張事業） 

昭和 30 年代の経済成長や人口増加に対応して、昭和 35 年度から昭和 41 年

度までの７ヵ年の第１期拡張事業を実施し、泉水源地の取水・送水能力の増強、

八重配水池の新設、市内配水管網を整備しました。 

また、給水区域外であった内浦や西浦地区の簡易水道施設を整備しました。 

（第２期拡張事業） 

昭和 40年代に入ると、高度経済成長や市街化に対応して、昭和 45年度から

昭和 52 年度までの８ヵ年の第２期拡張事業を実施し、柳沢・井出などの水源

を新設したほか、取水・送水・配水能力を増強しました。 

（第３期拡張事業） 

第２期拡張事業が完了する頃には、水需要が施設能力を上回ったほか、宅地

開発により給水区域を拡大する必要があり、昭和 53年度から昭和 57年度まで

の５ヵ年の第３期拡張事業を実施し、石川・沢田水源の新設及び八重・足高等

の配水池を整備して施設能力を増強し、配水管網を整備しました。 

また、昭和 56年には、内浦簡易水道区域の水不足解消のため、江浦・重寺間

に海底送水管を布設しました。 

（第４期拡張事業） 

平成元年度からは 10 ヵ年の第４期拡張事業を実施し、椎路、岡宮の一部地

域へ給水区域を拡大したほか、内浦及び足高簡易水道を上水道事業に統合しま

した。 
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また、平成７年度に事業計画を変更し、河内・木負、久連及び平沢の各簡易

水道を統合して給水区域を拡大しました。 

（第５期拡張事業） 

平成 15年度から 10ヵ年の第５期拡張事業を実施し、古宇及び江梨地域に水

源や配水池等を新設するとともに配水管網を整備し、西浦地区の立保、古宇、

足保、久料及び江梨の各簡易水道を上水道事業に統合しました。 

そのほか、平成 14年度に下水道部を廃止して水道部に統合し、平成 21年３

月から新庁舎にて業務を開始しました。また、泉水源地送水管理センターの老

朽化等に伴い平成 23 年度から５年間の継続事業で管理棟の建替え等を行いま

した。 

平成 17年４月には、旧戸田村との合併に伴い、戸田村水道を統合しました。

また、市内最後の簡易水道である井田簡易水道について令和２年４月をもって

水道事業に統合しました。 
 

(2) 給水状況 

・供用開始年月日          昭和 25年７月 12日 

・法適（全部・財務）・非適の区分  全部適用 

（昭和 35年４月１日適用） 

 

 

(3) 施設 

令和６年度末における本市水道事業の施設は、水源 17箇所、配水池 36箇

所、加圧ポンプ場７箇所（各施設休止中除く）となっています。 

そのうち、令和２年４月１日に水道事業に統合した井田簡易水道事業には、

水源が１箇所、配水池が１箇所あります。 

水源は地下水（深井戸・伏流水）99％、その他（湧水）１％を使用し、水

道管総延長は約 1,082kmとなっています（令和６年度末時点）。 

施設能力は 11 万 5,900㎥／日、施設利用率は 71.9％です。 

※施設利用率（1日平均給水量 8万 3,297㎥/日／施設能力 11万 5,900㎥/日） 

  （令和７年３月３１日現在） 

行政区域内人口 216,064 人 現在給水人口 214,649 人 

計画給水人口 215,317 人 給水普及率 99.7％ 

   （令和６年度） 

年間総配水量 30,403,365 ㎥ 年間総有収水量 26,453,135 ㎥ 
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水源 

 

 

配水施設 

 

井田配水区 表流水・深井戸 214 滅菌処理、緩速ろ過（赤ノ田）

140,364

水 源 名 種 別配水区

左岸配水区
（市域中央・大平・清水町　他）

泉水源地

西部配水区

取 水 能 力

（ ｍ 3/ 日 )
浄 水 方 法

深井戸・湧水 80,000 滅菌処理

28,730 滅菌処理

石川水源地、井出水源地、
青野水源地、柳沢水源地、
原水源地

深井戸 21,430 滅菌処理

北部配水区
泉水源地、北小林水源地、
足高水源地、沢田水源地、
木瀬川水源地、双葉水源地

深井戸・湧水

南部配水区
内浦水源地、河内水源地、
古宇水源地、江梨水源地

深井戸 2,980 滅菌処理

戸田配水区

新田水源、第1水源、第3水源、
第5水源、雉ヶ尾水源、
第2水源（休止中）、
蓼原沢水源（休止中）、
第4水源（休止中）

表流水
伏流水
深井戸
湧水

7,010

急速ろ過（新田）
マイクロストレーナ・紫外線照射
（第1、雉ヶ尾）
滅菌処理

井田水源、赤ノ田水源

合計

井田配水区 井田配水池 -

泉水源地
中瀬配水池、八重配水池、
大平配水池（休止中）、
静浦配水池、口野配水池（休止中）

香貫台ポンプ場、
徳倉ポンプ場

水源名 配水池 加 圧 ポ ン プ 場配水区

左岸配水区
（市域中央・大平・清水町　他）

西部配水区
石川水源地、井出水源地、
青野水源地、柳沢水源地、
原水源地

石川配水池、井出配水池、
青野配水池、柳沢配水池、
東原ニュータウン配水池、
原配水池

荒久加圧ポンプ場、
東原ニュータウン加圧ポンプ場

北部配水区
泉水源地、北小林水源地、
足高水源地、沢田水源地、
木瀬川水源地、双葉水源地

岡宮配水池、足高第一配水池、
東熊堂第一配水池（高区）、
東熊堂第二配水池（低区）、
西熊堂配水池、椎路配水池、
北小林配水池、柏葉尾配水池、
沢田配水池、足高第二配水池、
足高第三配水池（休止中）、
木瀬川配水池

西熊堂低区加圧ポンプ場、
柏葉尾加圧ポンプ場、
西沢田加圧ポンプ場

戸田配水区

新田水源、第1水源、第3水源、
第5水源、雉ヶ尾水源、
第2水源（休止中）、
蓼原沢水源（休止中）、
第4水源（休止中）

新田配水池、達磨橋第1配水池、
達磨橋第2配水池、
達磨橋第3配水池、
御浜配水池、柳ヶ窪配水池、
烏ヶ原配水池、舟山第1配水池、
舟山第2配水池

御浜加圧ポンプ場（休止中）

井田水源、赤ノ田水源

重須第一配水池、
重須第二配水池、
三津配水池（休止中）、
河内配水池、木負配水池、
古宇配水池、江梨配水池

木負加圧ポンプ場（休止中）南部配水区
内浦水源地、河内水源地、
古宇水源地、江梨水源地
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水道管（管路）施設 

 

                 

 

 

 

（令和 6年度末時点） 

 

(4) 料金体系 

本市では、令和６年度に料金改定を行いました。 

料金は総括原価方式により算定しています。基本料金と従量料金の二部料金

制を採用し、量水器の口径と使用水量に応じた口径別料金体系を設定しており、

一般家庭で多く使われている口径 13～25mm の 10 ㎥使用時は 680円/月となっ

ています。 

料金の設定については、毎年沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会を

開催し、料金改定の必要性等について検討を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※消費税を含む 

  

管の名称 管の距離（km） 

導水管 4.8 

送水管 38.6 

配水管 1,038.2 

合計 1,081.6 

用 途 
口径 基本水量 基本料金 超過料金 

ｍｍ ㎥／月 円／月 円／㎥ 

一般用 

13、20、25 

10 

680 

160 

30 2,100 

40 3,900 

50 7,100 

75 15,000 

100 24,500 

150 58,300 

公衆浴場用 － 3,100 64 

船舶及び臨時用 １立方メートルにつき 533円 
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(5) 組織 

本市の水道事業は水道部内の３課で所管しています。上水道工務課は主に

水質の管理をはじめ、施設の維持、管理など水道水の供給業務を担っていま

す。 

水道総務課及び水道サービス課は、事業経営や料金徴収などの業務を行っ

ており、上下水道の両事業を一体的に管理することで効率的な経営体制とし

ています。 

なお、上水道工務課が所管する出先機関として送水管理センターがありま

す。 

 

■水道部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月時点で、水道部の水道事業の職員数は 66 人（事務職 18 人、

技術職 21 人（土木 14 人、機械４人、電気３人）、水道技師２人、配管技能

士４人、会計年度任用職員 21 人）となっています。水道事業の運営を維持

していく上では、漏水事故や災害等の緊急対応に必要な一定の職員数を確保

するとともに、新たな人材の育成が課題となります。 

今後も水道事業を維持していくため継続して人材育成に取り組みます。 

  

事業管理者 
（市長） 水道部 水道総務課 経営係 庶務係 

下水道施設 
管理センター 

  

上水道工務課 上水道工務係 送水係 

水道技術管理者 

送水管理 
センター 

水道サービス課 料金係 給排水 
サービス係 

下水道維持係 

上水道維持係 

経理係 

戸田担当 

下水道整備課 公共下水道係 流域下水道係 

下水道事業 

（上水道工務課長） 



 

 

第２章 水道事業の現状と課題 

8 

 

令和７年４月時点で、水道事業会計から人件費を支弁している職員数は 66人

です。 

（単位：人） 

・上記のうち、事務職１人及び現業職２人は再任用職員 

・部長級の人件費は上下水道事業の両会計にて折半 

 

２ 水道施設の見通し 

本市の水道事業は、産業発展や市街化などに対応して、随時拡張事業を実施

しました。これにより、給水普及率は 99.7％となっており、今後新たな拡張

整備の予定はありません。 

一方、今後の水道施設の更新については、災害や事故時においても一定の配

水量を確保しつつ、人口減少等による水需要の減少傾向を踏まえ、適正な施設

規模となるよう更新を進めることが重要です。 

  

    水道 

総務課 

水道 

サービス課 

上水道 

工務課 

送水 

管理ｾﾝﾀｰ 
合計 

行

政

職 

事 

務 

職 

部長 1      1  

課長   1    1 

課長補佐  1     1 

所長     1  1 

係長・主査  2 1    3 

主任  1 3    4 

副主任  1     1 

主事  3 2    5 

事務員   1    1 

小計 1 8 8  1  18 

技

術

職 

課長     1   1 

課長補佐     1   1 

上席主査     1   1 

係長・主査     4   4 

主任     6 1  7 

副主任     1   1 

技師     6   6 

小計     20 1  21 

水道技師   1  1   2 

配管技能士   3  1   4 

小計   4  2   6 

会計年度任用職員  1 15  3   2  21 

 合計 1 9 27  25 4  66 
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３ 耐震化の見通し 

地震対策は、これまで基幹となる導水管・送水管・配水管の布設替えや、主

要配水池の耐震補強及び緊急遮断弁の設置、隣接市町（三島市及び長泉町）と

の災害時緊急連絡管設置等の整備を実施しました。 

また、経営戦略と同時に策定した水道事業アセットマネジメント計画に基づ

き整備を進めていくほか、上下水道一体による重要な管路や配水池の耐震化な

どを計画的に進め、有事の際の減災や早期復旧と水の確保に努めます。 

 

４ 漏水対策 

本市の漏水対応は、市が管理する導水管・送水管・配水管のほか、個人の給

水管については路上から量水器までの区間の対応を行っています。 
 

漏水対応件数 

 
 

合計 
  

うち給水管 うち配水管等 

令和５年度 200件 127件 73 件 

令和６年度 221件 154件 67 件 
 

漏水対応件数は増加傾向にあり、老朽管は年数の経過とともに増加するため、

継続して対応を進めていく必要があります。 

本市では老朽管に対する漏水調査を継続実施しており、市全域を３年で調査

するサイクルで進め、漏水の早期発見と修繕を実施しています。 

漏水の主な原因である経年化した給水管に対しては、配水管更新工事の際に

取り替えを行っています。 

なお、漏水対策は有収水量の増加対策に結び付くと考えられるため実施して

おり、本市の有収率は 85～87％で推移しています。今後も漏水対策と有収水

量の推移を検証しながら取組を進めていきます。 

  



 

 

第２章 水道事業の現状と課題 

10 

 

５ 広報啓発活動 

本市では、毎年６月１日から６月７日まで実施される「水道週間」において、

市民への啓発活動として、本市水道の最大の水源地である泉水源地の一般開放

を実施しています。 

また、安全でおいしい沼津の水をアピールするためにペットボトル飲料水の

製造を行い、各種イベントでの配布やふるさと納税の返礼品として活用し、市

内外へのシティプロモーションを行っています。 

このほか、年間１回「上下水道だより」を発行し水道事業の広報に努めると

ともに、水道部ホームページのリニューアルや沼津市を舞台としたアニメ「ラ

ブライブ！サンシャイン!!」と水道部がコラボしたオリジナルマイボトルの製

造・販売を行うなど、様々な形で沼津の水道水を PRしています。 

 

６ 市民参画 

平成 26 年 7 月に、水道事業及び下水道事業の計画的な事業推進及び健全な

経営について、市長の諮問に応じて審議するため、沼津市水道事業及び下水道

事業経営審議会条例を制定し、審議会を常設化しました。 

審議会は、学識経験者、農業・漁業・工業等の各業界の代表、自治会連合会、

消費者協会、公募市民などで構成され、上下水道の計画策定に関することや、

料金・使用料が適正であるかなどの審議を行っています。 
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７ これまでの経営健全化の取組 

① 組織及び人員配置の見直し 

本市では、平成 14年度に下水道部を廃止して水道部に統合し、平成 21年度

には、水道部の新庁舎完成の際に、上・下水道の両事業で分かれていた経理部

門を統合したほか、市民に接する料金収納・計量及び給排水サービスを円滑に

実施するため、上・下水道の給排水部門も統合しました。 

平成 25年度には、経理部門である水道経理課を水道総務課に統合するなど、

上・下水道の両事業とともに、組織のコンパクト化・スリム化を図りました。 

また、組織見直しと併せて人員配置の見直しを行っており、沼津市全体の定

員管理の中で人員配置の適正化を進めています。 

 

② 民間活力の活用 

本市では、これまで施設の維持管理業務の民間委託の拡大などにより、経費

節減に努めてきました。今後は、市が継続して実施すべき業務と、民間に委託

すべき業務を見極め、職員の技能の維持及び継承を図りながら、業務の効率化

が可能な範囲とその効果を検討し、民間活力の活用を推進していきます。 

また、ＰＦＩ方式などによる民間の資金やノウハウの活用については、安全・

安心な水道水の確保、危機管理体制の維持、適正な人員配置及びコスト削減効

果等を考慮した上で、先進事例などの調査・研究を行っていきます。 

 

③ 企業債の繰上償還 

過去に高利率で借り入れた企業債については、国の公債費負担対策を活用し、

平成 19 年度から 25 年度にかけて、金利５～７％の企業債を対象に高金利企

業債の繰上償還を行い、負担の軽減を図りました。 

繰上償還については、国が認める臨時的な特例措置であるため、今後、特例

措置が行われる場合には積極的に制度を利用し、公債費負担の軽減を図ります。 

 

④ 未利用資産の売却 

水道事業会計で所有している土地などの不動産のうち、何らかの理由で使用

や稼働を休止させている資産や、更なる有効活用が見込まれる資産については

利用状況や今後の活用方法を調査し、可能であれば売却するなど収益の増加に

努めていきます。 
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■使用済量水器の売却 

使用期限切れ等により回収した使用済の量水器は、過去に廃棄処分してい

ましたが、リサイクル機運の高まりや資源価格の上昇によるコスト回収が可

能なことから、平成 27年度から毎年度売却を行っています。 

令和６年度は 14,146個（重量約 18ｔ）を売却し、売却益は約 1,700万円

（税抜）となっており、今後も継続して取り組んでいきます。 

 

■その他不用資産売却 

平成 24年度には登録後 10年以上使用した大型ダンプ（車両）をネットオ

ークションに出品し売却しました。また、水道事業で発生した鉄くずや、経

年劣化して不用となった資機材の売却などを随時行っています。 

今後も不用資産が発生する場合は機会を捉えて処分を行い、収入の増加に

努めます。 

 

⑤ 現金預金の運用 

水道事業会計の現金預金については、事業運営における資金状況を注視しな

がら、大口定期預金への預け入れを行うなど安全性を確保しつつ運用に取り組

んでいます。 

今後も安全性の確保を前提に、預金等の運用を検討していきます。 

 

⑥ 電気コストの削減 

配水池への送水の際に安価な夜間電力を利用するなど施設の運用面におけ

る工夫を行っているほか、電力使用量削減の一環として、令和７年度に水道部

庁舎照明の LED化を行いました。今後も電力使用量の削減に努めながら、電気

料金の削減を目指します。 

 

⑦ マイボトルの製造、販売 

水道水の飲用促進の PR 事業の一環として、アニメ「ラブライブ！サンシャ

イン!!」と水道部とのコラボマイボトルの製造・販売を行い、給水以外の収入

増加を図っています。 
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８ 経営の健全性・効率性 

全国の水道事業及び下水道事業を運営する自治体は、経営の現状や課題を的

確に把握することを目的に、総務省自治財政局からの通知に基づき、経営や施

設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や事業規模等が似ている自治体と

の比較を行いながら、経営比較分析表を作成し公表しています。 

以下において、現在公表されている令和５年度の経営状況に関する水道事業

の経営比較分析表（沼津市の令和６年度実績を追加）に基づき、本市の経営状

況について説明します。 

 

本市の水道事業の経営状況は、経常収支比率が継続的に 100％を超えて黒字

を確保するとともに、累積欠損金比率が０％を維持して累積の赤字分がないな

ど、健全経営を確保しています。 

これは、本市が泉水源地などの良質で豊富な水資源を有しており、川やダム

等から取水する場合に必要な浄水処理を行うことなく、各家庭などに水道水を

供給できているためです。これにより、水道水１㎥あたりにどの程度費用がか

かるかを表す給水原価が、全国平均や類似団体平均と比較しても低く、水道水

の供給にかかる費用が抑えられています。 

また、料金回収率については、全国平均などと比較して高く、安定した経営

状態を維持しています。 

一方、施設利用率については、人口減少や節水機器の普及などによる配水量

の減少傾向が今後も継続していくものと想定されることから、施設の統廃合や

ダウンサイジングを検討するなど、効率的な施設形態となるよう整備を進めて

いく必要があります。 

施設の老朽化については、１年間の管路更新の進捗を示す管路更新率が、全

国平均等と比較して高く、着実に更新を進めているところです。一方、昭和 22

年の水道創設事業認可から約 80 年を経過していることから、法定耐用年数を

超えた管路延長の割合を示す管路経年化率については、本市は全国平均等と比

較しても高い状況にあります。今後もアセットマネジメント計画などに基づき、

管路の長寿命化や更新を計画的に進めていきます。 
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※経営比較分析表における類似団体とは、末端給水事業における現在給水人口

規模が 15万人以上 30万人未満の団体であり、全国で 72団体あります。 

 

例：茨城県日立市、神奈川県小田原市、福井県福井市、静岡県富士市・磐田市、 

愛知県豊川市、兵庫県加古川市、広島県呉市 など 

 

※各指標の算出方法 

 

  

区分

経常収益

経常費用

流動資産

流動負債

企業債現在高

給水収益

供給単価

給水原価

一日平均処理水量

一日配水能力

年間総有収水量

年間総配水量

指標

×100
営業収益−受託工事収益

算出式

×100

×100

費用合計-長期前受金戻入

年間総有収水量

8

１.経営の
健全性・効
率性 ×100

×100

×100

当年度未処理欠損金

×100

２.老朽化
の状況

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

経常収支比率(％)

累積欠損金比率(％)

流動比率(％)

企業債残高対給水収益比率(％)

料金回収率(％)

給水原価(円)

施設利用率(％)

有収率(％)

有形固定資産減価償却率(％)

管路延長

当該年度に更新した管路延長
×100

管路経年化率(％)

管路更新率(％)
管路延長

有形固定資産減価償却累計額
×100

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

法定耐用年数を経過した管路延長
×100
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① 経常収支比率 
当該年度における給水収益や一般会計からの繰入金等の収益に対して、維持

管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、100％以上

であれば単年度の経常的な収支において黒字であることを示しています。 

令和５年度は全国平均、類似団体平均ともに本市は下回っていましたが、令

和６年度に料金改定を実施したことで 111.36％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 累積欠損金比率 
営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの

繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した欠

損金のこと）の状況を表し、０％はその時点で累積欠損金が発生していないこ

とを示しています。 

本市は、料金改定前の令和５年度以前も含めて０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 113.14 109.53 103.87 102.41 111.36

類似団体 112.36 112.26 110.04 109.67

100

102

104

106

108

110

112

114

(％)

沼津市 類似団体

全国平均【108.24】経常収支比率

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体 0.29 0.25 0.13 0.00

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

沼津市 類似団体

全国平均【1.50】(％) 累積欠損金比率
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③ 流動比率 
１年以内に支払うべき短期的な債務に対して支払うことができる現金等が

どの程度あるかを示すもので、100％以上であることが求められます。 

本市の令和６年度の数値は 236.95％で 100％を超えており、短期的な債務に

対応できていますが、令和５年度の全国平均 243.36％、類似団体平均 289.44％

に比べ低い状況となっています。今後も経営状況を踏まえながら料金等の現金

収入の確保に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

④ 企業債残高対給水収益比率 
給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を示しています。 

本市の令和６年度の数値は 529.77％となっており、令和５年度における全

国平均 265.93％、類似団体平均 301.23％に比べ高くなっています。 

これまで水道インフラは将来世代にわたり長期的に使用されることから、企

業債によりコストを平準化しながら整備を進めてきました。今後も水道施設の

耐震化や更新を行っていく上で、自主財源と企業債などの財源のバランスを考

慮しながら、整備を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 285.47 214.05 223.97 245.35 236.95

類似団体 306.08 306.15 297.54 289.44

100

150

200

250

300

350

沼津市 類似団体

全国平均【243.36】(％) 流動比率

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 502.32 535.21 571.70 594.39 529.77

類似団体 294.66 285.27 294.73 301.23

250

350

450

550

650

沼津市 類似団体

全国平均【265.93】(％) 企業債残高対給水収益比率
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⑤ 料金回収率 
給水原価に対する供給単価の割合を表した指標で、回収率が高いほど料金の

収益性が高く、100％を下回っている場合は、給水にかかる費用を給水収益以

外で賄っていることを示しています。 

令和４年度以降 100％を下回る状況となっていましたが、令和６年度の料金

改定により 105.63％となり、現状では適切な料金収入を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 給水原価 
有収水量１㎥あたりどのくらいの費用がかかっているかを示すもの（年間の

水道水を供給するために要した費用を有収水量で割った、１㎥あたりの製造単

価）です。 

本市は良質で豊富な水資源を有していることを背景に、全国平均、類似団体

平均に比べて安価となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 106.21 103.18 96.91 95.57 105.63

類似団体 103.75 105.30 99.41 101.11

85

90

95

100

105

110

沼津市 類似団体

全国平均【97.82】(％) 料金回収率

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 81.18 83.53 88.66 89.68 94.26

類似団体 159.93 162.77 170.87 171.09

40

80

120

160

200

沼津市 類似団体

全国平均【177.56】(円) 給水原価
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⑦ 施設利用率 
一日の配水能力に対する一日平均配水量の割合を示しており、施設の効率的

な利用状況や適正規模を判断する指標で、本市は令和６年度 71.87％となって

おり、令和５年度の全国平均 59.81％、類似団体平均 60.84％に比べ高くなっ

ています。 

本市では、昭和 25 年から人口増加等に伴う水需要に対応するため施設整備

を進めてきましたが、近年は少子高齢化による人口減少等により水需要が減少

傾向となっていることから、施設利用率も今後低下する見込みとなっています。 

今後の施設更新に当たり、災害や事故時にも対応できる一定の余裕を確保し

つつ、施設の統廃合を含め適正な施設規模となるよう検討が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑧ 有収率 
年間総有収水量を総配水量で割ったもので、施設の稼働が収益につながって

いるかを判断する指標です。100％に近いほど、施設の稼働状況が収益に反映

されていることを示しています。 

本市は過去５年間で平均 87％程度となっており、全国平均や類似団体平均

に比べ低くなっていることから、効率的な稼働に向けて、引き続き漏水対策等

に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 77.57 75.04 73.42 72.68 71.87

類似団体 63.12 62.57 61.56 60.84
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全国平均【59.81】(％) 施設利用率

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 86.34 87.66 87.37 86.80 87.01

類似団体 90.09 90.21 90.11 89.73

70

75

80

85

90

95
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全国平均【89.42】有収率(％)
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⑨ 有形固定資産減価償却率 
有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表

す指標で、資産の老朽化度合いを示しています。数値が高いほど法定耐用年数

に近い資産が多いことを示しており、将来的に施設の改築等が必要になります。 

本市は令和６年度に 48.59％となっており、令和５年度の全国平均 52.02％、

類似団体平均 51.94％に比べ低くなっています。 

今後もアセットマネジメント手法などにより、施設の長寿命化や更新に取り

組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 管路経年化率 
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示した指標です。 

明確な数値基準はありませんが、本市は令和６年度に 35.27％となっており、

令和５年度の全国平均 25.37％、類似団体平均 26.52％に比べて高く、年々上

昇傾向にあることから、管路更新を計画的に進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 46.69 46.79 47.37 47.90 48.59

類似団体 50.31 50.74 51.49 51.94
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全国平均【52.02】有形固定資産減価償却率(％)

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 30.75 31.65 32.84 33.46 35.27

類似団体 21.34 23.27 25.18 26.52
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40
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沼津市 類似団体

全国平均【25.37】管路経年化率
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⑪ 管路更新率 
この１年で更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況

を示します。一般的に高い方が望ましいとされています。 

本市は令和６年度に 1.04％となっており、令和５年度の全国平均 0.62％、

類似団体平均 0.61％に比べて高く、老朽化した管路の更新に努めています。

今後も計画的に管路更新に取り組んでいきます。 

 

R2 R3 R4 R5 R6

沼津市 1.4 1.36 1.28 1.04 1.04

類似団体 0.69 0.69 0.67 0.61

0.0
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沼津市 類似団体

全国平均【0.62】管路更新率(％)
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第３章 水需要の見通し 

１ 給水人口の見通し 

■ 行政人口 

投資・財政計画の基礎数値となる行政人口の推移については、令和６年度

末の実績値を基に、沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、第２期  

清水町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略を用いて算定してい

ます。これにより、本市が水道水を供給している沼津市及び清水町の行政人

口は、令和６年度末では 216,064 人ですが、令和 17 年度末には 201,731 人

となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 給水人口 

給水人口も行政人口と同様に、今後も減少傾向が続くと見込まれます。 
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２ 有収水量の見通し 

■ 有収水量等の推移 

年間の有収水量では、令和元年度の 2,836 万 3千㎥に対し、令和６年度は

6.5％減少し 2,652 万 5 千㎥となっています。これは、同期間の給水人口の

4.6％減を上回る減少率となっています。 

 

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

有収水量(千㎥) 28,363 28,409 27,905 27,211 26,763 26,525 

減少率(％) 
(対前年) △1.8 △0.2 △1.8 △2.5 △1.6 △0.9 

R1→R6 △6.5 

 

■ 使用水量段階別使用状況 年度比較 

使用水量の段階別使用状況で令和元年度と令和６年度を比較すると、20㎥

以下の割合は、件数では 35.6％から 38.3％へ 2.7 ポイント増、水量では

7.3％から 8.6％へ 1.3ポイント増となっています。 

一方で、101 ㎥以上の割合は、件数では 3.9％から 3.2％へ 0.7 ポイント

減、水量では 29.9％から 27.6％へ 2.3 ポイント減となっています。 

このように、使用水量段階別の推移では、多量使用者の割合が減少し、少

量使用者の割合が増加する傾向にあります。 

 

  

使用水量段階 

(2 か月当たり) 

構成比率 

R1 R6 

件数 水量 件数 水量 

20 ㎥以下 35.6％ 7.3％ 38.3％ 8.6％ 

21 ㎥以上 100 ㎥未満 60.5％ 62.8％ 58.5％ 63.8％ 

101 ㎥以上 3.9％ 29.9％ 3.2％ 27.6％ 
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■ 業種区分別使用状況 年度比較 

(％) 

業種区分 
伸び率（R1→R6） 

件数 水量 1 件当たり水量 

一般家庭 1.024 0.956 0.934 

建設業 0.952 0.813 0.854 

製造業 0.958 0.836 0.872 

卸小売業 0.918 0.815 0.872 

サービス業 0.980 0.920 0.937 

公共 1.030 0.919 0.892 

全 体 1.017 0.933 0.919 

 

業種区分別の使用状況について、令和元年度から令和６年度への伸び率

は表のとおりです。 

件数は、全体で 1.7％増加し、一般家庭や公共では増加しているもの

の、建設業で 4.8％減、製造業で 4.2％減、卸小売業では 8.2％減となるな

ど大きく減少しています。 

水量では、全体で 6.7％減となり、大きく減少しています。業種区分別で

は、一般家庭は 4.4％減で、全体の 6.7％減より減少率は小さかったものの、

建設業で 18.7％減、製造業で 16.4％減、卸小売業で 18.5％減となり、件数

の減少率に対して大幅な減少となっています。 

これは、１件当たり水量において、全体の 8.1％減に対して、業種区分別

では建設業が 14.6％減、製造業が 12.8％減、卸小売業が 12.8％減と減少幅

が大きかったことから、件数の減少率以上に水量が減少したものです。 
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■ 今後の見通し 

今後の有収水量については、生活用水量、業務営業用水量、工場用水量、

その他用水量の用途別に今後の見通しを算定しています。 

その結果、今後の有収水量は令和６年度末では約 2,652 万 5 千㎥/年とな

り、今後も減少傾向で推移し、令和 17 年度末には約 2,228 万 1 千㎥/年と、

令和６年度に比べ 16.0％減となる見込みです。 
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第４章 経営の基本方針 

１ 沼津市水道事業ビジョンと経営戦略 

本市の水道事業では、「富士山の清水を享受し、守り育む沼津の水道」の

基本理念のもと、平成 27 年度に沼津市水道事業ビジョンを策定し、令和７

年度に改定しました。この基本理念を実現するために、３つの理想像と７つ

の基本方針を定め、それを達成するための 50の実現方策を設定しています。 

本経営戦略は、地方公営企業として運営する水道サービスを将来にわたっ

て継続していくために、アセットマネジメントから導かれる投資と財源の均

衡を持続させることを目指します。 

これにより、沼津市水道事業ビジョンの基本方針に位置付けた実現方策の

達成をより確かなものにしていきます。 

 

 

 

２ 経営戦略の方向性 

経営戦略では、水道事業ビジョンの「第４章 基本理念及び理想像」を継

承し、令和 12 年度までに取り組む「第５章 実現方策」の達成を図ります。 

  

観点 理想像 基本方針

安全 いつ飲んでも安全でおいしい水道　 水道システムの安全性の向上

強靭 いつでも供給できる災害に強い水道　 災害対策の推進

より安定した施設の構築

健全な経営の持続

水道技術の向上と継承

お客様とのコミュニケーション強化

環境への配慮

持続 いつまでも利用できる水道　

観 点 理 想 像 基 本 方 針
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   〇水源の取水能力の維持 

《井戸内部の調査・清掃：実施  令和６年度実施》 

〇自然環境の保全 

《環境保全活動への参加・協力：参加・協力》 

 

 

   

   〇水質監視の継続 

《水質の監視：実施》 

〇沼津市水安全計画の適正な運用 

《「水安全計画」の見直し：適宜見直し》 

《「水安全計画」の周知徹底：実施》 

〇水源地環境の監視 

《水源地環境の監視：実施》 

 

   

   〇低水圧地域の解消 

《仕切弁による調整・水圧の把握：検討・実施》 

〇管路の整備 

《補完管路整備計画の立案・実施：整備検討》 

 

 

   

   〇適切な給水装置工事の指導 

《給水装置設計施工指針の見直し：実施》 

〇受水槽施設の適正な管理 

《受水槽所有者への維持管理の周知：実施》 

〇鉛製給水管の削減 

《鉛製給水管の削減：目標 令和 12年度 90件/年  令和６年度 157件/年》 

基本方針１ 水道システムの安全性の向上 

（１）水源の保全 

（２）水質管理の徹底 

（３）配水圧の適正化 

（４）給水水質の向上 
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   〇浄水施設の耐震化 

     《浄 水 施 設 耐 震 率：目標 令和 12年度 32.7％  令和６年度 30.4％》 

   〇配水池の耐震化 

     《配 水 池 耐 震 施 設 率：目標 令和 12年度 94.5％  令和６年度 85.9％》 

   〇管路の耐震化 

     《管 路 の 耐 震 化 率：目標 令和 12年度 46.3％  令和６年度 42.8％》 

     《基幹管路の耐震化 率：目標 令和 12年度 52.0％  令和６年度 45.0％》 

     《耐震化優先管路の耐震化率：目標 令和 12年度 39.3％  令和６年度 33.3％》 

   〇上下水道耐震化計画に基づく水道施設の耐震化 

     《耐震管路で接続された重要給水施設数：目標 令和 12年度５施設》 

 

 

 

 〇水道施設の冗長性確保 

     《冗長性確保のための施設構築検討：検討》 

 

 

    

    〇お客様や水道関係者との防災訓練の実施 

     《沼津市や県が実施する防災訓練への参加：年２回参加》 

     《水道部全体での防災訓練の実施(水道事業関係者との防災訓練を含む) 

：年１回実施》 

    〇災害対策本部との連絡体制強化 

     《災害対策本部との連絡体制強化：実施》 

〇災害時における情報発信体制の強化とより効果的な情報提供 

方法の検討 

     《災害時の情報提供方法の見直し：実施》 

 

 

（１） 施設の耐震化 

（３） 応急給水・応急復旧体制の強化 

（２） 冗長性を備えた水道施設の構築 

基本方針２ 災害対策の推進 
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   〇効率的な施設形態の構築（統廃合やダウンサイジング） 

     《施設の統廃合及びダウンサイジング：随時実施》 

   〇配水池や各種設備機器の更新 

     《経 年 化 設 備 率 ※：目標 令和 12年度 4.9％   令和６年度 5.0％》 

   〇管路の更新 

     《経 年 化 管 路 率 ※：目標 令和 12年度 19.7％  令和６年度 20.3％》 

     《管 路 の 更 新 率：目標 令和 12年度 1.00％  令和６年度 1.01％》 

     《管 路 の 更 新 延 長：目標 令和 12年度 10.8km  令和６年度 11.0km》 

     《効率良い更新計画の情報収集・検討：検討》 

     ※想定耐用年数に基づく経年化率 

 

    

   〇運転管理技術の継承 

     《運転操作マニュアルの作成・見直し：必要に応じて見直し》 

   〇監視制御設備の充実 

     《監視制御設備の充実：必要に応じて実施》 

   〇管路の調査と補修の継続 

     《管路の調査と補修：３年に１回程度実施》 

 

 

 

 

    

    〇経営計画の見直し 

     《経営計画の見直し：毎年実施》 

    〇水道料金の見直し 

     《水道料金の見直し：定期的に検証》 

 

（１）施設の更新 

（２）施設の運転及び維持管理 

（１）経営計画等の見直し 

基本方針３ より安定した施設の構築 

基本方針４ 健全な経営の持続 
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   〇民間委託の内容検討と実施 

     《民間委託の検討と実施：必要に応じて実施》 

   〇先端技術の導入による業務効率化 

     《先端技術の導入による業務効率化の研究：実施》 

   〇組織体制の見直し 

     《組織体制の見直し：必要に応じて実施》 

     《水道事業の広域化：検討》 

 

    

   〇専用水道の統合検討 

     《専用水道の統合検討・実施：検討・実施》 

 

 

 

    

 

〇外部研修への参加による技術の向上 

〇ＯＪＴ（業務実施研修）及び内部研修による技術の継承 

〇職員相互の技術情報の共有化 

     《外部研修時間：目標 令和 12年度 10.0 時間  令和６年度 9.9 時間》 

     《内部研修時間：目標 令和 12年度 8.0 時間  令和６年度 7.1 時間》 

 

 

 

 
    

    〇窓口対応の向上 

     《内部・外部研修の実施：実施》 

    〇お客様の利便性を高める取組の実施 

     《新たな支払方法の検討・実施：実施》 

     《スマートメーターなど先端技術の活用について検討・実施：検討・実施》 

（１）お客様サービスの向上 

（２）業務の効率化 

（３）専用水道の統合検討 

（１）技術力の向上と継承 

基本方針５ 水道技術の向上と継承 

基本方針６ お客様とのコミュニケーション強化 
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   〇お客様のニーズ把握 

     《イベント等においてアンケートによるニーズ把握：２回／年》 

     《アンケートに基づいたサービスの向上等への取組の実施：検討》 

 

 

    

   〇水道事業のＰＲ 

     《水道部職員のイベントへの参加：随時実施》 

《ホームページ等を活用した広報の充実：随時実施》 

  

 

 

 

 

    

   〇電力消費量の低減 

     《配水量１㎥当たり電力消費量(kWh/㎥)：目標 令和 12年度 0.330  

令和６年度 0.331》 

   〇再生可能エネルギーの検討 

     《再生可能エネルギーの情報収集・研究及び導入検討：実施》 

   〇建設副産物の再資源化と活用 

     《建設副産物のリサイクル率：目標 令和 12年度 72.0％ 令和６年度 71.8％》 

 

 

 

 

 

 

 

（２）お客様の意見を取り入れる仕組みの拡充 

（３）広報の充実 

（１）環境に配慮した取組 

基本方針７ 環境への配慮 
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第５章 投資・財政計画 

１ 投資計画 

本市の給水普及率は 99.7％となっており、今後、新たな拡張整備の予定は

ありません。しかし、昭和 25 年に泉水源地から送水を開始して以来約 80年

が経過し、管路や施設の老朽化が徐々に進んでいることから、計画的な施設

更新を進めるとともに、自然災害等に対する備えとして耐震化の整備も進め

ていかなければなりません。 

アセットマネジメントでは、法定耐用年数を過ぎた経年資産は、構造物及

び設備で全体の 38.2％、管路で 35.3％となっています。また、実使用年数

などを踏まえ、法定耐用年数の概ね 1.5 倍を実際の使用可能年数として想定

耐用年数を設定した場合、今後必要となる更新需要は、構造物及び設備で約

9.5億円/年、管路で約 42億円/年と推計されています。 

しかしながら、これらの事業費は非常に大きく、現在の本市水道事業の財

政状況では、資産が想定耐用年数を迎えるごとに更新していくことは困難で

す。このため、財政状況等を踏まえ、浄水処理設備や導水管、送水管、基幹

管路など、水道事業の運営に重要な資産から優先的に更新し、それ以外の資

産については長寿命化等により耐用年数を伸ばしながら運用し、事業費の平

準化を図ります。 
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① 水道施設の更新 

施設の更新は、その重要度や設置年度、稼働状態、使用材質や施設の不具

合発生頻度などを踏まえ、事業計画に基づき進めています。 

令和６年３月末現在の管路の現状は、想定耐用年数を超えた管路は全体の

20.3％となっています。設備機器の現状は、設備機器数 648設備のうち法定

耐用年数を経過した設備は 33 設備で、経年化率 5.0％（健全化率 95.0％）

となっています。 

今後は、設備機器については、その重要度や設置年度、稼働状態、点検結

果などを踏まえ、受変電設備やポンプ設備などの更新を行い、管路について

は、上下水道耐震化計画や鋳鉄管更新計画に基づき、災害時の重要給水施設

に接続する管路や漏水の多い鋳鉄管の更新を優先して進め、ビジョンの目標

値である、法定耐用年数超過設備率 4.9％、経年化管路率（想定耐用年数に

基づく）19.7％を保つことを目指して更新を行っていきます。 

令和８～17 年度の事業費としては 229 億円（管路 175 億円、水源施設 54

億円）を見込んでいます。 

 

② 水道施設の耐震化 

水道施設の地震対策は、これまで基幹管路となる導水管・送水管・配水管

の布設替えや、主要配水池への緊急遮断弁の設置、隣接市町（三島市及び長

泉町）との災害時緊急連絡管設置等の事業を実施してきました。能登半島地

震や全国各地で発生している老朽管の破損事故等を受け、作成した上下水道

耐震化計画や鋳鉄管更新計画に基づき、管路の耐震化を計画的に進めるとと

もに、これまで実施してきた配水池等構造物の耐震化も継続して進めます。 

令和７年３月末現在の配水池耐震化率は 85.9％となっています。今後は、

小規模な配水池の耐震化を進めることで、ビジョンの目標値である令和 12

年度の耐震化率 94.4％の達成を目指します。 
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２ 財政計画 

本市の水道事業会計は、令和６年度に料金改定を実施したことなどにより

経常収支比率が 100％を超えて黒字を確保し、累積欠損金（過去の累積赤字）

も発生していないことから、健全な経営状況を維持しています。 

しかし、今後においては人口減少等に伴い料金収入が減少する一方、物価

高や人件費の高騰などにより費用が増加することが見込まれます。 

また、水道施設の老朽化に伴う施設更新需要の増加に加え、能登半島地震

を契機として上下水道一体での耐震化を推進するなど、災害に強い施設整備

も求められています。 

公営企業会計では、投資（資本的支出）に必要となる補てん財源を枯渇さ

せないこと、そして欠損金を過度に累積しないことが重要です。そのために

は、料金収入で給水費用を賄えていることを示す料金回収率が 100％を下回

らないよう、経営を維持することが求められます。 

そこで、将来にわたり水道事業を安定的に継続して運営するため、下記の

収入確保策を踏まえ、収支バランスの取れた投資・財政計画を策定する必要

があります。 

 

① 料金収入 

料金収入の予測は、過年度の減少率、令和７年度決算見込みなどを考慮し

ながら算出しています。 

今後の景気動向などの不安定要素はありますが、人口減少等による使用水

量の減少傾向を踏まえ、計画期間中の料金収入を約 27～31 億円／年と見込

んでいます。 

 

② 国庫補助金 

国庫補助金（防災・安全交付金）は、国土交通省の基準に基づき補助対象

事業費の１／４で算定し、約 5,600～1 億 500万円／年を見込んでいます。 
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③ 一般会計繰入金 

一般会計からの繰入金については、毎年度総務省から発出される「地方公

営企業繰出金について」に定める繰出基準に基づいて算定した後に、一般会

計と協議の上、決定しています。 

投資・財政計画においては、水道事業職員の児童手当等、過去の繰入額の

推移を踏まえて計上しています。 

 

④ 企業債 

水道事業を運営していく上では、耐用年数を過ぎた施設や、上下水道一体

による耐震化に伴う更新需要が大きく、投資負担の平準化と世代間負担の公

平性を確保する必要があります。 

このため、企業債の発行による事業実施が必要不可欠となっており、国庫

補助金等で賄えない事業費については、内部留保資金残高や企業債残高対給

水収益比率などの指標を踏まえ、必要な額を企業債により補てんすることと

し、10～14億円／年を見込んでいます。 
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投資・財政計画の前提条件は以下のとおり 

 

収
益
的
収
支 

収
益
的
収
入 

営業収益 

料金収入 
過年度の減少率、令和７年度決算見込み等を基に算定 

営業収益 

 料金収入以外 

受託工事収益、その他営業収益の R4～R7の実績(R7は決算見込

み)を踏まえ算定 

営業外収益 

長期前受金戻入以外 
R4～R7 の実績(R7 は決算見込み)を踏まえ算定 

営業外収益 

長期前受金戻入 

過年度の国庫補助金・県費補助金・工事負担金・消火栓維持管理

負担金の実績を踏まえ算定 

収
益
的
支
出 

営業費用 

職員給与費 

R4～R7 の実績(R7 は決算見込み)を踏まえた上で、今後の賃金上

昇※を見込み算定 

営業費用 

 経費 

R4～R7 の実績(R7 は決算見込み)を踏まえた上で、今後の物価上

昇※を見込み算定 

営業費用 

 減価償却費 

既設資産の減価償却費を算出し、計画期間中に新設・更新が見込

まれる固定資産の減価償却費を加算 

営業外費用 

支払利息 

その他(手数料等) 

支払利息：既発債は年度別償還予定により算定し、新発債の利息

を加算 

その他：R4～R7 の実績(R7 は決算見込み)を踏まえ算定 

特別利益 試算時点で見込める条件がないため計上しない 

特別損失 試算時点で見込める条件がないため計上しない 

資
本
的
収
支 

資
本
的
収
入 

企業債 10～14 億円で計上 

他会計補助金 
一般会計からの職員の児童手当分及び緊急地震・津波対策事業

費補助金を R8 見込額と同額計上 

国補助金 交付金対象事業の費用に補助率 1/4 を乗じて算定 

固定資産売却代金 R4～7 の実績(R7 は決算見込み)を踏まえ算定 

工事負担金 
消火栓設置費、専用水道に係る負担金の R4～R7の実績(R7 は決

算見込み)を踏まえ算定 

その他資本的収入 試算時点で見込める条件がないため計上しない 

資
本
的
支
出 

建設改良費 
投資計画に定める事業額を算定 

（水源設備事業費・配水設備事業費・固定資産購入費） 

企業債償還金 
既発債及び新発債ともに、年度別償還予定により算定 

（繰上償還は考慮しない） 

※内閣府が試算した中長期の経済財政に関する試算(令和７年８月７日公表)を基に試算  
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健
全

化
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施
行

規
則
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に

規
定
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解
消

可
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資
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失
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別

損
益
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)-
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)
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損
失

）
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繰
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余
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● 今後の収支見通し 

令和６年度は収益的収支（３条収支）において黒字を確保しており、経営

状況は安定しています。しかし、給水収益が年々減少する一方、物価や人件

費高騰などに伴う費用の増加、さらに施設整備に伴う減価償却費が令和 11

年度以降増加する見込みであることから、営業費用は年々増加し、令和 15

年度には収益的収支に不足が生じる見通しです。 

資本的収支（４条収支）については、耐用年数を迎える施設の更新や耐震

化等を進めるため、資本的支出額は約 31～33 億円／年で推移する見込みで

す。 

また、資本的支出のうち、建設改良費については約 24～27億円/年となる

見込みで、その財源については、国庫補助金等の特定財源の確保を図りつつ、

内部留保資金残高や企業債残高対給水収益比率などの指標を踏まえ、適正な

企業債の借入を行うことで、安定した事業経営を維持していく必要がありま

す。 

なお、計画期間中に収益的収支に不足が生じるものの、特定財源の確保や

企業債を適切に借り入れることで、補てん財源の不足は生じない見通しです。 
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● 収支ギャップの発生が見込まれる場合の解消方法 

投資・財政計画によると、経営戦略期間中に純損失が発生する見通しであ

ることから、その解消方法として、収納率の向上による収益確保や経費削減

などの経営努力に取り組んだ上で、料金収入の増額（料金改定）や企業債の

適正な借入などの対応が想定されます。 

 

① 料金収入の増額（料金改定） 
水道料金の改定は受益者に負担を求めることになりますが、「受益者負担

の原則」に基づいていることから、一定の合理性が認められます。また、沼

津市水道事業及び下水道事業経営審議会条例においても、水道料金について

５年以内ごとに審議することが規定されています。 

経営審議会では、毎年、経営状況を説明する中で、社会経済情勢の変化等

を踏まえ、将来にわたり持続可能な水道事業を実現するために必要な収支均

衡を確保できる水道料金について検討していきます。 

 

② 起債の適正な借入 
現在は、内部留保資金残高等を踏まえ、建設改良費の一部に企業債を充当

しています。企業債は、国庫補助金等の特定財源を除いた額に充当すること

が可能ですが、後年度の負担を平準化するため、適正に借り入れる必要があ

ります。 

 

③ 一般会計繰入金 
一般会計からの繰入金については、総務省から毎年発出されている地方公

営企業繰出基準に示された基本的な考え方に基づき、水道事業経営の状況を

踏まえた上で繰入金を受けています。 

繰入金については引き続き、一般会計と協議しながら、公営企業として独

立採算制の原則を踏まえ適切に対応していきます。 
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３ 投資・財政計画に未反映の取組や今後の検討予定の取組 

① 施設・設備の統廃合及び合理化 

今後は、人口減少や節水機器の普及などにより使用水量の減少が見込まれ

るため、施設の更新の際には、統廃合を検討するとともに、ポンプ等の設備・

機器の能力が適正か判断し合理化の検討を行います。 

また、水道部庁舎を含めた水道施設の更新・統廃合・長寿命化においては、

沼津市公共施設マネジメント計画と整合を図り、需要に応じた施設の最適化

や、事業費の節減及び平準化を行います。 

 

② 広域化 
水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い

厳しさを増しています。しかし、水道事業は市民生活に必要不可欠なライフ

ラインであり、安定的・持続的な経営の確保が重要であることから、近年、

市町の区域を超えて連携して取り組む、水道事業の広域化の推進が求められ

ています。 

市町レベルの広域連携として、東部４市２町水道事業研究会（沼津市、三

島市、裾野市、御殿場市、長泉町、小山町）を平成３年に設置し、その後６

市町で相互応援協定を締結し（平成 12 年 10 月）、緊急時対応、情報交換、

研修会の開催などにおいて連携しています。 

また、静岡県においては、「静岡県水道広域化推進プラン」を策定してお

り、本市は駿豆圏域(賀茂地域を除く 11 市町及び県企業局)の一員として、

防災訓練、災害時協定、ＡＩ等を活用した先端技術の共同研究などの取組を

進めています。 

 

③ 定員管理の適正化 

本市は、平成 14 年度に下水道部を廃止し水道部に統合した以降も、事務

の効率化による組織のスリム化を実施してきました。水道部の定員管理は、

沼津市全体の定員管理の一部であり、独自性を発揮することに制約はありま

すが、水道事業の広域化、使用水量の減少に伴う施設の統廃合などを進める

中で、業務の効率化・人員配置の見直しに努めます。 
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第６章 経営戦略の進捗管理 

１ 経営戦略の更新及び検証等 

本経営戦略は沼津市水道事業ビジョンに基づく内容となっているため、ビジ

ョンの見直しに合わせて更新を行います。 

また、水道事業を将来にわたって安定的に継続していくため、ＰＤＣＡ（計

画・実施・検証・見直し）サイクルに基づき、投資・財政計画の達成状況につ

いて毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を把握して経営状況の改善に

向けた取組を実施していきます。 

水道料金の改定や民間活力の活用等により収支に大きな修正が必要となる

場合においては、随時、投資・財政計画を見直します。 

 

２ 情報提供 

経営状況については、経営比較分析表を毎年度ホームページに公表するとと

もに、経営戦略を更新した場合もその内容を公表します。 

 

Plan

計画

Do

実施

Check

検証

Act

見直し
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P1・2・

25・41 

沼津市水道事

業ビジョン 

沼津市の水道事業の方向性と取り組むべき施策の基本

的な考え方を示した計画 

P2 沼津市総合計

画 

これからの沼津市をどのようなまちにしていくかを示

す、まちづくりの指針となるもので、市が目指すまちづ

くりの方向性やそれを実現するための施策などを定め

る市の最上位計画。第５次計画は令和３年度から令和 12

年度までの 10年間を計画期間としている。 

P2 国の新水道ビ

ジョン 

平成 16 年６月に厚生労働省が水道のあるべき将来像に

ついて、その実現のための施策や工程を明示したのが水

道ビジョンで、その後の水道を取り巻く環境の変化に対

応するため、50年後、100年後の将来を見据えた新しい

水道ビジョンとして平成 25 年（2013 年）に全面的に見

直した計画 

P2・9・

13 

アセットマネ

ジメント計画 

中長期的財政収支に基づき、施設の更新などを計画的に

実行し、持続可能な水道を実現していくために、長期的

な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたっ

て効率的かつ効果的に施設を管理運営することを定め

た計画 

P3 

P4 

簡易水道 

 

簡易水道事業 

水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、給

水人口が 100人を超え 5,000人以下のもの（水道法）。 

本市では、平成 17 年 4 月に戸田村との合併により引き

継いだ井田簡易水道事業が最後となり、令和２年４月１

日に水道事業と統合した。 

P4 法適 官公庁会計から公営企業会計に会計方式を移行し、地方

公営企業法を適用すること。 

P4 行政区域内人

口 

住民基本台帳を基本とした人口 

P4 現在給水人口 実際に給水を行っている常時居住の人口 

P4 計画給水人口 水道事業計画上の給水を行う人口 

P4・9

他 

有収水量 給水した水量のうち、消火活動等に使用した水量を除い

た料金徴収の対象となった水量 
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P6・32 

 

導水管・送水

管・配水管 

導水管は取水施設（水源）からの原水を浄水場へ送る管、

送水管は主に浄水場で処理された浄水を配水場へ送る

管、配水管は配水場から各家庭の前まで浄水を送る管、

ちなみに給水管は配水管から各家庭に引き込む際の管 

P6 総括原価方式 「水道料金算定要領」に示される方法で、減価償却費な

ど現金支出を伴わない費用を含めて総括原価を算定し、

料金総収入額と総括原価が等しくなるように料金を設

定する方法 

P6 従量料金 使用水量の多寡に応じ、水量と単位水量あたりの価格に

より算定し、賦課される料金 

P7 会計年度任用

職員 

地方公務員法の改正に伴い、令和 2年度から新たに設け

られた非常勤職員の制度で、一会計年度（４月１日から

翌年３月 31 日まで）を最長の任期として任用され、正

規職員が行う各種業務の補助を行う非常勤の地方公務

員。 

P11 給水装置 水道事業者の布設した配水管（本管）から分岐した給水

管及びこれに直結する水栓等の器具類 

P9 ・

18・ 

有収率 年間有収水量を年間給水量で除した数値 

P11 ＰＦＩ 

(Private 

Finance  

Initiative） 

公共施設等の設計・建設・維持管理及び運営に、民間の

資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主

導で行い、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図

る考え方 

なお、ＰＰＰ（Public Private Partnership）は、官民

が連携して公共サービスの提供を行うスキーム（通称:

官民連携） 

ＤＢＯ（Design Build Operate）はＰＦＩに類似した事

業方式の一つで、公共が資金調達を負担し、設計・建設・

運営を民間に委託することで、民間の提供するサービス

に応じて公共が料金を支払う手法 
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P11・

16 ・

34 ・

38・39 

企業債 単年度に多額の財源を必要とする上下水道などの社会

資本の整備のために、地方公営企業が外部から資金を調

達することで負担する一会計年度を超える長期の借入

金。 

長期借入を行うことで、施設を利用して便益を受ける後

世代の住民と、現世代の住民の間で費用負担を公平にす

ることが可能となる 

起債にあたっては、原則として総務大臣や都道府県知事

に協議する必要があり、借入先には財政融資資金、地方

公共団体金融機構資金、市場公募資金等。本市の水道事

業では、地方公共団体金融機構資金などを借入先として

いる 

P11 繰上償還 厳しい地方財政を踏まえ、平成 19～21 年度まで（その

後 24 年度まで延長）の臨時特例措置で、国が公的資金

（金利 5％以上）の貸付金（企業債）の一部について補

償金を免除した繰上償還を認めたもの 

本来、地方公共団体が公的資金を任意で繰上償還する際

には、繰上償還に伴って生じる貸し手の利息収入の損失

に応じて補償金を支払うが、特例措置によって補償金免

除で繰上償還が可能とされた 

P13・

15・33 

累積欠損金 営業活動によって生じた欠損（赤字）を、前年度まで

の利益等（繰越利益剰余金等）で補てんできず、補て

んできなかった欠損金が複数年度にわたって累積した

もの 

P13・

17・ 

P17 

給水原価 

供給単価 

給水原価は、有収水量１㎥当たりの費用(水道水１㎥を

作るのに要した経費であり一般的にいう製造コスト) 

供給単価は、有収水量１㎥当たりの収益（水道水１㎥当

たりの平均単価であり一般的にいう販売価格） 

なお、供給単価から給水原価を引くと１㎥当たりの利

益となるが、相対的に供給単価が低い場合は原価割れ

となる 

P13 末端給水事業 一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業（一

般家庭等の蛇口に水道水を供給する事業のこと） 
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P13 ダウンサイジ

ング 

サイズ（規模）を小さくすること 

水道の場合は、近年の水需要減少に伴い施設の適正規模

も小さくなってくることら、管路の口径減少や施設の小

規模化等により、供給体系全体の効率化を図ること 

P13・

19 ・

31・32 

法定耐用年数 減価償却費の算定に用いるために、地方公営企業法で定

められた固定資産（水道管・配水施設等）の耐用年数の

こと 

ただし、必ずしも法定耐用年数を超えて使用できない

ものではなく、施設の長寿命化やアセットマネジメン

ト手法の導入により、法定耐用年数を超えて施設を有

効利用しており、効率的な施設整備を進めている 

P19・

38 

減価償却 長期間にわたって使用できる固定資産の取得に要した

支出を、取得資産の耐用年数に基づき、費用計上して

いく会計処理のこと。 

P26 （沼津市）水

安全計画 

水道水の安全を一層高め、水源から蛇口に至る各段階

で危害評価と危害管理を行い、常に信頼性の高い水道

水の供給を確実にする水道システムを構築するための

計画で、食品の衛生管理の方法として開発された HACCP

（ﾊｻｯﾌﾟ）の考え方を水道に取り入れたもの 

P26 受水槽 給水装置からの水を直接受水するための水槽 

各水道事業体の基準により直結給水方式ができない場

合、または需要者が常時一定の水量を貯留する場合等

に設置 

P27 基幹管路 導水管、送水管、配水本管（φ400mm以上） 

P27 耐震化優先管

路 

避難所や救護所などへつながる重要施設供給路や基幹

管路、またそれらを補完する管路など、耐震化を優先

して進める必要がある管路 

P27 重要施設 地震などの災害時に優先的に水を供給すべき施設、避難

所、病院、学校等が該当 
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P27 冗長性 水処理の複数系統化や水道管の二条化、複数水源の確

保など、水道施設の一部が破損した場合でも、他の系

列で浄水処理や水道の供給を継続できるよう、施設能

力に余裕を持たせる考え方。災害時における水道水の

安定供給を維持するために重要な考え方の一つ。 

P28・

31 

想定耐用年数 水道事業者等における資産の将来見通しの把握におい

て、法定耐用年数で更新した場合の更新需要のピーク

時期や規模を踏まえつつ、更新費用の平準化及び低減

化を図るために、資産の種類ごとに、適切な健全度を

維持しながら、資産の重要度を踏まえて適切な更新時

期を設定することにより試算した耐用年数 

P29 専用水道 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その

他水道事業用に供する水道以外の水道で、供給人口が

100人を超えるのにその居住に必要な水を供給するも

の、もしくは、その水道施設の一日最大給水量が飲用

その他生活の用に供することを目的とする最大給水量

20㎥を超えるもの 

P29 スマートメー

ター 

スマートメーターは、双方向の通信機能をもった電子

メーターのことで、通信回線を利用して自動的に水道

使用量を読み取ることができることから、検針業務の

効率化、漏水の早期発見などの効果が期待されてい

る。 

P30 再生可能エネ

ルギー 

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など

のエネルギーのこと。一度利用しても比較的短期間に

再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギー 

P30 建設副産物 建設工事により発生するコンクリート殻、アスファルト

殻、土等のこと 

建設副産物には再利用、埋め立て材等の適正な処理が

必要とされている。 

P33・

38 

補てん財源 資本的収入が資本的支出に対して不足する場合にその

不足額を補てんするもの。 

公営企業内に留保された資金などの財源のことで、具

体的には消費税及び地方消費税資本的支出調整額、損

益勘定留保資金、利益剰余金処分額（積立金）など 
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P34・

39 

一般会計繰入

金 

公営企業の目的である事業の運営に必要な財源として

一般会計から繰り入れた資金のこと。 

基準内繰入金は、一般会計が本来負担（繰出）すべき経

費として、総務省が「繰出基準」に示した経費に対する

資金。本市の水道事業会計に対する一般会計繰入金は、

水道部職員の児童手当等に係る経費に対する資金。 

なお、繰出基準にない基準外繰入金は、一般会計によ

る公営企業の経営補助にあたる。 

P34・

38・39 

内部留保資金 減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収

支における利益によって公営企業内に留保される自己

資金のことで、損益ベースでは将来の投資資金として

確保され、資金ベースでは資本的収支の不足額におけ

る補てん財源として用いられる。 

P38 資本的収支 

（4条収支） 

収益的収支 

（3条収支） 

公営企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び

建設改良に係る企業債償還金等の支出、並びにその財源

となる収入の収支を資本的収支という。 

それに対して、公営企業の一事業年度の経営活動に伴

い発生したすべての収入とそれに対応するすべての支

出を収益的収支という。 
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沼津市水道事業経営戦略(計画期間：R8→R17)  
沼津市水道部水道総務課 

TEL：055-934-4862 FAX：055-931-8101 


